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１【提出理由】

中国銀行股份有限公司（Bank of China Limited）（以下「当社」という。）は、令和６年８月19日付

当社取締役会において、(1)当社の内部統制監査公認会計士等につき、普華永道中天會計師事務所（特殊

普通合夥）（プライスウォーターハウスクーパース・ジョン・テン・エルエルピー、

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP）の不再任及び安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（アー

ンスト・アンド・ヤング・ホワ・ミン・エルエルピー、Ernst & Young Hua Ming LLP）の選任に関する

議案並びに(2)当社の財務書類監査公認会計士等につき、羅兵咸永道會計師事務所（プライスウォーター

ハウスクーパース、PricewaterhouseCoopers）の不再任及び安永會計師事務所（アーンスト・アンド・

ヤング、Ernst & Young）の選任に関する議案を株主総会の目的とすることを決議したため、金融商品取

引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第９号の４

の規定に基づき、監査公認会計士等の異動について本臨時報告書を提出するものである。

２【報告内容】

(1)　当該異動に係る監査公認会計士等の名称

①　退任する内部統制監査公認会計士等の名称

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

（プライスウォーターハウスクーパース・ジョン・テン・エルエルピー）

（PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP）

②　就任する内部統制監査公認会計士等の名称

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

（アーンスト・アンド・ヤング・ホワ・ミン・エルエルピー）

（Ernst & Young Hua Ming LLP）

③　退任する財務書類監査公認会計士等の名称

羅兵咸永道會計師事務所

（プライスウォーターハウスクーパース）

（PricewaterhouseCoopers）

④　就任する財務書類監査公認会計士等の名称

安永會計師事務所

（アーンスト・アンド・ヤング）

（Ernst & Young）

(2)　当該異動の年月日

令和６年９月24日（予定）

（注）当該監査公認会計士等の異動については、当社株主総会の審議及び承認を条件としており、

株主総会で承認された日をもって効力を生じるものとされている。当該議案に関する当社株主総

会は、令和６年９月24日に開催される予定である。
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(3)　退任する監査公認会計士等が当該監査公認会計士等となった年月日

令和５年６月30日

(4)　退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当なし

(5)　当該異動の決定に至った理由及び経緯

当社は、会計事務所の選定及び契約に関する関連規則に従い、市場情報、慎重性の原則及び当社の

事業上の必要性を考慮し、公募手続を行った後、当該評価結果に基づき、2024年度の国内監査人及び

内部統制に関する社外監査人として安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）を、国際監査人として安

永會計師事務所を、それぞれ選任することを提案した。

(6)　上記(5)の理由及び経緯に対する異動監査公認会計士等の意見

退任する監査公認会計士等は、2024年8月19日の取締役会決議の日時点で当社の監査公認会計士等の

異動について株主に報告すべき事項はないことを確認している。なお、退任する監査公認会計士等と

の協議の結果、退任する監査公認会計士等は本異動について異議を申し立てなかった。

(7)　上記(5)の理由及び経緯に対する監査役（監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設

置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）の意見

当社の監査委員会は、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及び安永會計師事務所の専門的能

力、投資家保護能力、誠実性の状況及び独立性を十分に理解し検討した結果、両事務所は当社に対し

監査サービスを提供するための要件を満たすことができ、かつ、当社の監査公認会計士等を変更する

理由は十分かつ適切であると判断している。当社の監査委員会は、2024年第6回監査委員会において、

「2024年度社外監査役の選任及び報酬に関する議案」を審議及び承認し、2024年度の国内監査人及び

内部統制に関する社外監査人として安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）を、国際監査人として安

永會計師事務所を、それぞれ選任することを推奨し、取締役会に付議することに同意した。

以　上
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